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Mitula Group Limitedを完全子会社化するための友好的な買収手続きに係る 
豪州裁判所における認可に関するお知らせ 

2018 年 5 月 9 日に「Mitula Group Limited を完全子会社化するための友好的な買収手続き開始
の合意及び臨時株主総会開催の決定に関するお知らせ」で公表しました、オーストラリア会社法 （以
下「豪州会社法」といいます。）に定めるスキーム・オブ・アレンジメント（以下「本件スキーム・
オブ・アレンジメント」といいます。）によりオーストラリア証券取引所に上場している豪州会社法
に従って設立された Mitula Group Limited （以下 「Mitula」といいます。）の発行済株式の全部を取
得し Mitula を完全子会社化する取引に関連して、Mitula は、本日、本件スキーム・オブ・アレンジ
メントが豪州裁判所で認可された旨を公表しましたので、お知らせ致します。

当該認可により本件スキーム・オブ・アレンジメントの条件が充足され、本件スキーム・オブ・ア
レンジメントの実行日（Implementation Date）は 2019 年 1 月 8 日の予定です。

以 上
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